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【公共下水道への接続をお願いします】 

 熱海は、山と海に囲まれた自然豊かな街です。そしてわたしたちの生活にとって水は 

とても大切なものです。公共下水道は、日常生活で使用しているトイレやお風呂、洗濯、 

台所などからでる生活排水をきれいな水によみがえらせ、まちを清潔に保ち、海や川などの 

身近な水環境を守っています。 

ぜひ、まちの衛生・水環境について考えていただき、公共下水道への接続をご検討 

いただきますようお願いします。 

 

 
熱海サンビーチ 

 

 
浄水管理センター       社会科見学の様子      下水道は水環境を守ります 

                きれいになった水を観察中 

 

 
 

 

 

 

 

【令和５年度 標語の部】 
 

国土交通大臣賞 

「水の星 支えるあなたに ありがとう」 

 

日本下水道新聞社社長賞 

  「蛇口から 処理場通り 未来へと」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度 絵画ポスターの部】 

日本下水道協会会長賞 

下水道いろいろコンクール 

(日本下水道協会、㈱日本水道新聞社共催) 



【熱海市の公共下水道に流せるもの】 

・汚水（トイレ排水） 

・雑排水（風呂・手洗い・洗濯・台所で使用したご家庭や事業所からの生活排水） 

・温泉排水（温泉を利用されているご家庭・事業所からの温泉排水） 

※注意 泉地区では温泉排水は流せません。 
泉地区の排水処理は湯河原町の処理施設へ委託しておりますが、湯河原町の処理施設では 

温泉排水の受入れは行っておりません。詳細は熱海市下水道課にご確認ください。 

【雨水の処理について】 

 雨水は熱海市の公共下水道に流すことができません。 

※熱海市の下水道は分流式下水道です。分流式とは、雨水と汚水（生活排水）を別々の管路で集め、 

雨水は側溝や川・海へ、汚水は浄水管理センターへ送る方式です。 

※熱海市では、雨水が下水道管へ入らないよう公共下水道接続工事の際に設備構造の確認・検査を 

しています。 

【公共下水道と浄化槽との違い】 

■処理方法ごとの処理水と処理後の汚れ量 

処理方法 維持管理 処理水 処理方法 
処理後の汚れ量 
(汚れの残存率) 

公共下水道 熱 海 市 
トイレ排水 

雑排水 
処理施設で一括処理し、海へ放流 

２ｇ 
（５％） 

合 併 処 理 

浄 化 槽 
家屋所有者 

トイレ排水 

雑排水 

浄化槽にて処理し、側溝・河川等へ

放流 
４ｇ 

（１０％） 

単 独 処 理 

浄 化 槽 
家屋所有者 トイレ排水 

トイレ排水は浄化槽にて処理し河

川等へ放流。雑排水は処理できない

ためそのまま側溝・河川等へ放流。 

３２ｇ 
（８０％） 

※雑排水 風呂、手洗い、洗濯、台所で使用した水 

※処理後の汚れ量 処理方法によって処理された後の水の汚れ量 

１人１日あたりの排水量約２００ℓに含まれる生活排水の汚れ４０ｇで計算 

 ※単独処理浄化槽の処理後の汚れ量は公共下水道の１６倍にもなります。 

 ※公共下水道を使用する場合でも、宅地内の排水設備は家屋所有者の管理になります。 

 

■浄化槽は家屋所有者の維持管理が必要です 

＜浄化槽法により義務付けされているもの＞ 
・法定検査(11 条検査) 年１回 

・保守点検 処理頻度は、処理方法や浄化槽の種類により異なります 

・清掃 年１回 

 ＜維持管理に必要な費用＞ 
法定検査費用、保守点検費用（点検・消毒剤補充）、清掃費用（汲み取り）、 

槽やブロワー、ポンプ等の機器管理・電気代など 



【公共下水道接続に必要な費用】 
 

 公共下水道接続の際にかかる費用は大きくわけて以下のものがあります。 

 

■受益者負担金 
   

受益者負担金とは、熱海市の“公共下水道”を整備するために要した費用の一部に充てるために、排水

設備申請時に申請者（受益者（家屋の所有者））の方から徴収する負担金です。受益者負担金の計算方法

は、建物の“大便器”又は“兼用便器”の数で算出します。 

 

大便器または兼用便器 1 個目   ２０,０００円 

             2 個目以降  ７,０００円 

 

■排水設備申請手数料 
   

排水設備申請手数料とは、公共下水道接続申請に係る、申請受付・検査等の手数料です。 

 

  大便器または兼用便器 1 個目   900 円 

             2 個目以降 150 円 

 

■排水設備工事費 
   

公共下水道”への接続に伴う、宅内の工事費用です。熱海市の“公共下水道”への接続に関わる申請・

工事は、熱海市排水設備指定工事店で行ってください。指定工事店以外に施工させた場合、許可になりま

せんのでご注意ください。 

 ・工事費は、各家庭・工事店によって異なります 

 ・公共下水道接続改造助成制度があります（詳しくは次のページをご確認ください） 

下水道が供用開始された日から３年以内に浄化槽及び汲み取り便所等から新たに公共下水道へ接続改造 

する排水設備工事を行う場合 

 

 

【下水道使用料】 
 

生活排水をきれいにして自然へ帰す“水の循環”を正常に行えるよう、下水道管や浄水管理センターなど

の維持管理（汚水処理、施設の点検・清掃・修繕など）をおこなう必要があります。 

 下水道使用料は、下水道施設の維持管理のためにお支払いいただくものです。 

 

区分 基本料金 超過料金 

  

  

  

  

一般汚水 

 １０㎥まで 

     ２，８２７円 

１１㎥～２０㎥     １㎥につき ２６円 

21 ㎥～300 ㎥     １㎥につき１４７円 

３０１㎥～１,０００㎥  １㎥につき１６０円 

１，００１㎥～     １㎥につき１７４円 

温泉汚水 １㎥につき ９７円 

※消費税(10％)込みの総額表示 



【公共下水道接続のために利用できる制度】 
 

■公共下水道接続改造助成制度 

制度の概要 
公共下水道の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、公共下水道への 

新たな接続に要する工事費を助成もしくは下水道使用料を軽減する制度 

対象者 

供用開始(※１)した日から 3 年以内に浄化槽及び汲み取り便所等から 

新たに公共下水道へ接続改造し、使用を開始した建築物の所有者 
※１供用開始(日) 

処理区域の告示がされ、公共下水道の利用が可能になる(日) 

※市税等を滞納している場合、対象になりません。 

制度の内容 

助成金交付もしくは下水道使用料の軽減のいずれかを選択 

 

①助成金交付（接続改造に要した費用の３０％以内） 
 ※千円未満の端数が生じた際は切り捨てます。 

・１年目の接続  限度額 10 万円 

・２年目の接続  限度額 ５万円 

・３年目の接続  限度額 ２万円 

②下水道使用料の軽減 
・１年目の接続  下水道使用料を２年間 2 分の１に軽減 

・２年目の接続  下水道使用料を１年間 2 分の１に軽減 

・３年目の接続  下水道使用料を半年間 2 分の１に軽減 

 

■公共下水道接続改造資金貸付 

制度の概要 

汲み取り便所や浄化槽から“公共下水道”へ接続するめの工事資金の 

無利子貸付 
※この貸付制度は、公共下水道接続改造のみに適用されます。 

 建築費、水道工事費等には適用されません。  

貸付限度額 １００万円 

資金の償還 

(返還)方法 

貸付を受けた月の翌月から元金均等に 50 ヶ月以内の償還計画をたてて 

毎月末に口座振替によって償還。 

（ゆうちょ銀行を除く熱海市指定金融機関） 
＊月末が休日・年末・年度末の関係で変更する場合があります。 

貸付条件 

①接続工事を行う家屋の所有者であること 

②市税等を完納していること 

③工事の費用を一時に負担することが困難であること 

④貸付を受けた資金の償還能力があること 

⑤確実な連帯保証人（☆）がいること 
☆連帯保証人について（要件） 

 -1 市内に居住し、独立の生計を営む者であること 

 -2 市税等を完納しているもの 

 -3 弁済の資力を有する者であること 



【熱海市下水道排水設備指定工事店一覧】令和６年９月１１日現在 

熱海市・伊東市の市外局番は“０５５７”です。 

排水設備工事の申請は、熱海市下水道排水設備指定工事店でしか行えません。 

 

 



 
  


